
総合福祉会館条例 

旧 新 

別表(第 7条第 1項関係) 

施設 使用料(1時間につき) 

市内 市外 

ホール 円 

1,890 

円 

2,840 

第 1会議室 380 570 

第 2会議室 380 570 

第 3会議室 380 570 

第 4会議室 860 1,290 

第 5会議室 510 770 

第 6会議室 610 920 

第 1研修室 610 920 

第 2研修室 740 1,110 

第 3研修室 610 920 

視聴覚研修室 1,540 2,310 

第 1音楽室 3,550 5,330 

第 2音楽室 1,180 1,770 

創作活動室 860 1,290 

備考 

別表(第 7条第 1項関係) 

施設 使用料(1時間につき) 

市内 市外 

ホール 円 

2,250 

円 

3,380 

第 1会議室 450 680 

第 2会議室 450 680 

第 3会議室 450 680 

第 4会議室 1,050 1,580 

第 5会議室 600 900 

第 6会議室 750 1,130 

第 1研修室 750 1,130 

第 2研修室 900 1,350 

第 3研修室 750 1,130 

視聴覚研修室 1,800 2,700 

第 1音楽室 3,550 5,330 

第 2音楽室 1,200 1,800 

創作活動室 1,050 1,580 

備考 

 


